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この間、厚労省の感染専門班および保健所による 2 度の実地調査を受け、当院
の感染（拡大）防止対策への追加指導はありませんでした。 
しかし、当院は救急患者を受け入れていますので、新型コロナウイルス感染症

疑いの方が入院されることがあります。それは地域に立脚する当院の責務であ
ると考えておりますので、引き続き油断することなく感染リスクを少しでも低
減できるよう環境衛生の徹底に努めて参りたいと考えております。 
 政府の緊急事態宣言は解除されましたが、市中にはまだ新型コロナウイルス
は存在しておりますので、今後とも保健所および専門家の指導を受けて適切な
医療提供を続けてまいります。 
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